
自動車保険の改定のご案内
平素は三井住友海上の自動車保険をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、当社では2021年1月1日以降始期のご契約から自動車保険を改定いたしました。お客さまに一層の安心と信頼をお届けするために
商品の改定を行うとともに、直近の事故発生状況等を踏まえ、保険料水準等の見直しを行っております。
本ご案内をご確認いただき、引続き三井住友海上へご用命くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
GK ：GK クルマの保険 一般用 ：自動車保険・一般用 ：はじめての自動車保険はじめて ：1DAY保険1DAY

「交通乗用具事故特約」の廃止1

商品の改定

「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」の新設2
ご自身やご家族が自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカーに搭乗中の事故等(注)によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に万一亡
くなられた場合、後遺障害が発生した場合、重い障害によって介護が必要となった場合または入院した場合に傷害定額払保険金をお支払いします。
（注）歩行中に自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカーにぶつかった事故等で、それらの乗用具の運行に起因する事故を含みます。ただし、自

動車に搭乗中に自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカーとぶつかった事故は含みません。

自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカーといったご家族の生活に欠かせない移動手段による事故でおケガをされた場合に補償します。

「定額払い」では、傷害の程度に応じて保険金の額を決定するため、損害の額の確定を待たずに保険金を受け取ることができます。
＜「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」でお支払いする保険金＞

自動車保険としての補償のシンプル化を目的に、「交通乗用具事故特約」を廃止します。
現在のご契約に「交通乗用具事故特約」をセットしている場合、「継続契約のおすすめプラン」では、原則「自動車事故特約」および新設する「自転
車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」をセットしておすすめしています。詳細は以下　　　　 をご確認ください。

「継続契約のおすすめプラン」では、原則「自動車事故特約」および「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」をセットしておすすめ
しています。これにより、ご継続の前後で以下①～④のとおり補償内容が変更となります。
①「自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカー以外の交通乗用具事故」によるケガは補償対象外となります。
②事故内容によって、保険金の支払方法が、実際に発生した損害の額に応じて保険金をお支払いする「実損払い」から、実際に発生した損害の額に
かかわらず定額の保険金をお支払いする「定額払い」となります。
③「自動車事故」によるケガは、「自動車事故特約」で補償します。
④「傷害一時金関連特約（注）」をセットする場合：「自動車事故特約」で補償される事故の場合、「傷害一時金関連特約（注）」の保険金をお支払いしますが、「自転車・車
いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」のみで補償される事故の場合は、「傷害一時金関連特約（注）」の保険金はお支払いしません。
　（注）「傷害一時金（1万円・10万円）特約」、「傷害一時金（1万円・10万円）倍額払特約」、「傷害一時金特約」、「傷害一時金倍額払特約」をいいます。

※「自動車事故」および「自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカーの交通乗用具事故」のいずれにも該当する事故の場合、 「自動車事故特約」および「自転車・車いす・ベ
ビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」の補償対象となります。　（例）自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカーに搭乗中に自動車にはねられケガをした。
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POINT1 自転車などの「ご家族の移動手段」による事故でおケガをされた場合に補償します。

POINT2 保険金は傷害の程度に応じた「定額払い」で一時金として受け取ることができます。

「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」の補償対象 補償対象とならない主な乗用具

保険金名称

現在のご契約に「交通乗用具事故特約」をセットしているお客さまは、ご継続にあたり補償内容の変更にご注意ください。

お支払いする保険金の額
傷害定額払保険金額の全額
傷害定額払保険金額×後遺障害等級に応じた保険金支払割合（4％～100％）
傷害定額払保険金額×10％（100万円限度）
後遺障害保険金×50%（500万円限度）
入院日数1日以上５日未満：1万円
入院日数5日以上：部位・症状に応じて10万円/30万円/50万円/100万円

死亡保険金
後遺障害保険金
重度後遺障害特別保険金
重度後遺障害介護費用保険金

入院保険金

傷害定額払保険金

※保険金額の設定については、
取扱代理店または

当社までお問合わせください。

＜各特約の補償内容イメージ＞

※遊戯用として使用される場合は補償対象にはなりません。

（注）「自動車事故特約」をセットした場合は、ご契約のお車以外の自動車の運行事故（歩行中に自動車にはねられた等を含む）は補償対象になります。

※通院日数に応じてお支払いする保険金はありません。

その他、左記以外の交通乗用具
（電車・航空機・船舶・エスカレーター・幼児用三輪車等）

シニアカーベビーカー
シルバーカー キックバイク自動車（注）

車いす自転車

事故の種類
主な事故例

特約名称

自動車事故特約

交通乗用具事故特約現在の
ご契約

継続契約の
おすすめ
プラン

　　　　自転車・車いす・
ベビーカー・シニアカー
事故傷害定額払特約

ご契約のお車の事故 自動車事故 交通乗用具事故
・ご契約のお車以外の自動車に
搭乗中の事故でケガをした
・自動車にはねられケガをした

・自転車、車いす、ベビーカーま
たはシニアカーに搭乗中の事
故でケガをした
・上記乗用具にぶつけられケガをした

ご契約のお車に搭乗中の事故
でケガをした

左記以外の交通乗用具に搭乗
中の事故でケガをした

「定額払い」で補償

「実損払い」で補償

「実損払い」で補償

NEW
ご注意

ご注意

NEW

廃止

2021年1月1日以降に満期を迎える
ご契約者のみなさまへ



大規模自然災害の影響により、レンタカーの借り入れが困難であると当社が判断した場合に、レンタカー以外の交通手段（「わ」「れ」ナンバー以外
の代車、電車・バス等の公共交通機関、タクシー等）を利用した際の費用を、ロードサービス費用特約等において補償するよう改定します。
※ 　　　 の「レンタカー費用特約（特殊車両等用）」も同様に改定します。

●このご案内は、2021年1月改定の概要をご説明したものです。なお、満期を迎えるご契約の始期日が2019年12月31日以前の場合（保険期間が1年を超える長期
契約のお客さま）、本改定前に実施済みの自動車保険の改定等による変更点があります。ご不明な点については取扱代理店または当社までお問合わせください。
●2021年1月1日以降のご契約の詳細は、パンフレット、『重要事項のご説明』または『ご契約のしおり（普通保険約款・特約）』等をご覧ください。
●『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』は、『ＧＫ クルマの保険』または『自動車保険・一般用』に「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセット
した契約の略称です。
●『ＧＫ クルマの保険』は家庭用自動車総合保険、『自動車保険・一般用』は一般自動車総合保険、『はじめての自動車保険』は個人用自動車保険、『1DAY保険』は24時
間単位型自動車運転者保険の略称です。

GK
一般用
はじめて

GK
一般用
はじめて

一般用

お知らせ 三井住友海上のドライブレコーダーを継続してご利用いただいたお客さまに割引をご提供する予定です！

「車両保険無過失事故特約」の自動セット化3
一方的に追突された「もらい事故」等でお客さまに過失がない場合に車両保険金
を受け取ったときでも、継続契約のノンフリート等級が下がらない事故（ノーカ
ウント事故）として扱う「車両保険無過失事故特約」を自動セット（注）とし、より
多くのお客さまに安心して車両保険をご利用いただけるよう改定します。
（注）車両保険付きノンフリート契約を対象とします。ただし、「車両保険「7補償

限定」特約」がセットされている契約は対象外です。

■事故の相手が保険に加入していない無保険車で、十分な修理代が得られない…
　→ノンフリート等級への影響を気にせず、車両保険をご利用いただけます!
■お客さまに過失がない「もらい事故」の場合、当社による示談交渉サービ
スをご利用いただけないため、お客さまが相手保険会社と直接示談交渉
を行う必要があり、修理代の受領に時間がかかる…
　→相手保険会社との示談を待たず、当社からお客さまへ車両保険金をお

支払いできます！

GK 一般用

その他の改定5

大規模自然災害発生時に関する改定 ※ご契約の保険始期日にかかわらず、2021年1月1日以降に発生した事故が対象です。4

GK 一般用

全国では約８台に１台が無保険車

無保険車

車両相互事故のうちおよそ３件に１件が「もらい事故」
※損害保険料率算出機構「2019年度 自動車保険の概況」

※警察庁交通局「令和元年中の交通事故の発生状況」

弊社使用欄

信号待ち中に後続車に
衝突されたケース 等

＜こんな場合にお役に立ちます＞

「ロードサービス費用特約」および「レンタカー費用特約」におけるレンタカー費用保険金の災害時特則の新設

「車両全損（70％）特約」について、大規模自然災害によりご契約のお車に浸水被害が発生した場合で、その浸水レベルが所定の基準を上回るとき
に、全損とみなして保険金をお支払いするよう改定します。本改定により、大規模自然災害時において、修理費の見積もり等をご提出いただくこ
となく損害認定が可能となるため、従来よりも迅速な保険金のお支払いができるようになります。

本割引の内容等は2020年10月時点で検討中であり、詳細は2021年にご案内します。
「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の保険料は、月額850円です（保険期間
1年・一般分割12回払の場合の保険料（一時払の場合、年間9,700円））。特約保険料は、今後変更とな
る場合があります。

（注1）
（注2）

『見守るクルマの保険（ドラレコ型）』を一定年数以上（注１）ご継続されている場合に、
特約保険料（注2）の割引を2022年1月以降にご提供する予定（注１）です。

「車両全損（70％）特約」における災害時の全損認定基準の緩和

一般用

GK 一般用 はじめて

改定項目 概要 保険種類

人身傷害保険の
支払基準の改定

中断証明書発行
依頼期限の延長

『見守るクルマの保険
（ドラレコ型）』の
対象商品拡大

2020年4月1日以降始期契約を対象として、『自動車保険・一般用』のノンフリート契約に「ドライブ
レコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」がセット可能となりました。

2021年1月1日以降お手続き分より、中断証明書の発行依頼期限を、ご契約の満期日（または解約
日）の翌日から起算して「13か月以内」から「５年以内」に延長します。

自賠責保険の支払基準の改正（2020年4月施行）を踏まえ、人身傷害保険の支払基準（精神的損害の
日額等）を改定します。

保険料の改定2

その他
もらい事故

保険料水準の見直し1

１ＤＡＹ保険の保険料改定2
設定する指定被保険者の人数（1名～3名）にかかわらず、保険料が同額となるように改定します。詳細は、三井住友海上ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご参照ください。

直近の事故発生状況等を踏まえ、保険料の見直しを行います。ご契約条件によって保険料が引下げまたは引上げとなります。
GK 一般用 はじめて

1DAY

万一の事故でも
専用ドライブレコーダーが
専用安否確認デスクに
つながるから安心！
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記載内容修正のご案内 
 
「⾃動⾞保険の改定のご案内」の記載をよりわかりやすい表現とするため、下記のとおり修正しましたこと
をご案内いたします。なお、前段の掲載資料は2020年12⽉11⽇以降配布分の内容となります。 
 

記 
 
１．修正箇所 

P2,「③「⾞両保険無過失事故特約」の⾃動セット化」中の＜こんな場合にお役に⽴ちます＞の枠内 
 
２．修正内容（修正箇所は⾚枠） 
 

2020
年
12
⽉
10
⽇
以
前  

2020
年
12
⽉
11
⽇
以
降  

 
以上 


